
議案第５号 

京都府後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する

条例の制定について

京都府後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。

平成２１年２月１３日提出

京都府後期高齢者医療広域連合長 四方 八洲男

提案理由

統計法の全部改正及び統計報告調整法の廃止に伴い、規定を整備する必要が

あるので提案する。



京都府後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例

京都府後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年条例第２７号）

の一部を次のように改正する。

第４３条第１項第１号から第３号までを次のように改める。

⑴ 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計調

査及び同条第７項に規定する一般統計調査に係る調査票情報（同条第１１

項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。）に含まれる個人情報

⑵ 統計法第２条第８項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個

人情報

⑶ 統計法第２４条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に

係る調査票情報に含まれる個人情報

第４３条第１項第４号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加え 

る。 

⑷ 統計法第２９条第１項の規定により行政機関（同法第２条第 1 項に規定

する行政機関をいう。）が提供を受けた行政記録情報（同条第１０項に規定

する行政記録情報をいう。）に含まれる個人情報

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。


